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美里町議会議会運営委員会会議録 

                                            

 令和７年３月１４日（金曜日） 

                                            

     出席委員（５名） 

 委 員 長  平 吹 俊 雄 君 

 副 委 員 長   櫻 井 功 紀 君 

 委   員  柳 田 政 喜 君        佐 野 善 弘 君 

        村 松 秀 雄 君 

                                            

     欠席委員（なし） 

                                            

 議   長  鈴 木 宏 通 君 

                                            

     説明のため出席した者 

   町 長 部 局 

      総務課長     佐 野    仁  君 

      企画財政課長   小 林  誠 樹  君 

                                            

   議会事務局職員出席者 

      事務局長     伊 藤  博 人  君 

      事務局次長兼議事調査係長 佐 藤  俊 幸  君 

                                            

 令和７年３月１４日（金曜日） 午前８時５６分 開会 

 １ 開 会 

 ２ 委員長挨拶 

 ３ 議長からの諮問 

    追加議案等について 

    １）議案等について 

       議案 ３件（条例１件、補正予算１件、その他１件） 
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    ２）議事日程について（最終日） 

       （案）当初予算⇒追加議案⇒議発⇒委員会中間報告 

    ３）陳情、要請等 １件 

 ４ その他 

 ５ 閉 会 
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     午前８時５６分 開会 

○委員長（平吹俊雄君） 改めまして、おはようございます。 

  定例会の会議中の議運ということで大変御苦労さまでございます。時間も時間です。早速議

題に入りたいと思います。 

  ３番目の議長からの諮問ということで、よろしく御説明お願いします。 

  なお、この会は全員出席しておりますので成立しております。 

  説明お願いします。 

○総務課長（佐野 仁君） 分科会審査前の貴重なお時間いただきまして、誠にありがとうござ

います。 

  追加議案につきましては３件となっております。条例１件、補正予算１件、その他１件とな

っております。 

  最初に、議案第88号について説明させていただきます。 

  議案書、資料編ともに１ページでございます。 

  議案第88号美里町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例及び美里町特

定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する

条例となります。 

  子ども・子育て支援法施行規則等の一部を改正する内閣府令が令和７年４月１日から施行さ

れることに伴い、所要の改正を行うものでございます。 

  なお、町内に所在する家庭的保育事業者等につきましては、全施設において既に連携施設を

設定しており、本改正による影響はございません。 

  詳細につきましては、子ども家庭課長から御説明申し上げる予定となっております。 

  以上でございます。 

○委員長（平吹俊雄君） ただいま議案第88号について御説明ありました。皆さんから何かござ

いますか（「大丈夫です」「美里町に該当するところは」の声あり） 

○総務課長（佐野 仁君） ありますけれども、全て連携です。（「え」の声あり）連携施設に

対して設定しておりますので、今回、連携施設を設置しない場合、延長するとかそういう改正

でございますので、今回の改正に伴って影響はないということです。 

○委員長（平吹俊雄君） やるところはないんだね。 

○総務課長（佐野 仁君） はい。 

○委員長（平吹俊雄君） よろしいですか。（「はい」の声あり） 
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  それでは次に、議案第89号について御説明をお願いいたします。 

○企画財政課長（小林誠樹君） 議案第89号令和７年度美里町一般会計補正予算（第１号）につ

いて御説明申し上げます。 

  追加議案の11ページ、資料編の２ページとなります。 

  予算本文第１条規定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ101万円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ123億9,419万2,000円といたしました。 

  細部について、御説明申し上げます。 

  24ページをお開きください。 

  初めに、歳出について御説明申し上げます。 

  10款教育費に101万円を追加してございます。 

  １項教育費の事務局費に学校運営協議会委員報酬40万2,000円、非常勤特別職費用弁償8万円

を追加してございます。 

  次に、３項中学校教育振興費に美里中学校通学環境調査・検討事業として、48万8,000円追加

いたしました。 

  なお、この事業につきましては、新規事業として資料編の３ページに実施計画書を提出して

ございます。 

  次に、学校建設費の新中学校整備等事業業務委託料から50万7,000円減額いたしました。 

  こちらはこの後の議案にございます事業変更契約によるものでございます。 

  次に、６項保健体育費の学校給食費に小学校給食事業に係る手数料54万7,000円追加いたしま

した。 

  こちらの手数料につきましては、中埣小学校給食運搬業務に係る従事者保険手数料となって

ございます。 

  歳入について御説明申し上げます。 

  ページ戻っていただいて21ページでございます。 

  18款繰入金に101万円追加いたしました。 

  ２項基金繰入金の財政調整基金繰入金101万円追加いたしております。 

  以上、補正予算についての説明となります。 

○委員長（平吹俊雄君） ただいま議案第89号について御説明ありました。皆さんから何かあり

ますか。ありませんか。（「はい」の声あり） 

  それでは、次に移ります。 
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  議案第90号について御説明お願いいたします。 

○総務課長（佐野 仁君） 続いて、議案書第90号事業変更契約の締結について御説明申し上げ

ます。 

  議案書25ページ、資料編４ページとなります。 

  契約の相手方である宮城美里ＰＦＩパートナーズ株式会社と令和７年３月12日に仮変更契約

を締結しました。 

  このたびの変更につきましては、さきの全員協議会において御説明申し上げましたが、令和

７年度以降の支払い分の基準金利が確定したため、契約金額を変更するものでございます。 

  事業変更契約を締結するため、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する

法律第12条の規定により議会の議決を求めるものでございます。 

  内容については、以上でございます。 

○委員長（平吹俊雄君） ただいまの議案第90号について、皆さんからありませんか。（「大丈

夫です」「なし」の声あり）ないですね。（「はい」の声あり） 

  以上が執行部からの提案の内容でございます。 

  全体的にありますか。（「ないです」の声あり） 

  なければ、執行部から御説明終わります。大変御苦労さまでした。（「ありがとうございま

した」「よろしくお願いいたします」の声あり） 

○委員長（平吹俊雄君） それでは、２）番目、議事日程について、お諮りしたいと思います。 

  事務局長、御説明お願いします。 

○事務局長（伊藤博人君） それでは、本日お手元に配付させていただきました議事日程第６号、

こちら案文御覧いただければと思います。 

  こちら３月会議最終日の進行の手法でございますが、まず初めに、日程第２から日程第８、

こちら新年度の各種会計の予算、その後に、ただいま執行部から御説明のありました追加の議

案ですね、条例改正、第１号の令和７年度一般会計補正予算、事業変更契約の締結について、

こちら追加の議案をその次に進めて、その後に議発の第２号、最後に日程13、日程14で各常任

委員会からの中間報告、このような形で進めさせていただけたらと考えてございます。 

  これにつきまして、御意見等お願いいたします。 

  以上です。 

○委員長（平吹俊雄君） ２）番目につきまして、議事日程、御説明ありました。お配りした内

容で進めたいとこう思いますが、よろしいですか。（「はい」の声あり） 
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  では、この内容で進めたいと思います。 

  次に、陳情、要請ありました。これについて、局長。 

○事務局長（伊藤博人君） １件陳情が受け付けてございます。 

  資料のかがみ文、御覧いただければと思います。 

  こちら受付年月日が３月12日、提出者が仙台弁護士会の会長の藤田裕子さんとなってござい

ます。 

  件名につきましては、再審法改正を求める意見書の採択についてということで、こちら別添

のとおりの陳情の内容となってございます。 

  簡単ではありますが、御説明とさせていただきます。 

○委員長（平吹俊雄君） 陳情ということで、弁護士会長から要請が来ておりますが、内容を見

ますか。いいですか。いいですね。 

  では、これについてどのようにお使い、やりますか。配付のみでいいですか。 

  ではこの件については、配付のみとしたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思いま

す。 

  次に、その他に移りたいと思いますがよろしいですか。（「はい」の声あり） 

  では、事務局から。 

○事務局長（伊藤博人君） 事務局からも特に連絡事項等はございません。 

  以上です。 

○委員長（平吹俊雄君） 議長からは。 

○議長（鈴木宏通君） あさってのやつだけか、区長会の。（「そうですね」「言ってたほうが

いい」の声あり） 

  では、局長から。 

○事務局長（伊藤博人君） 17日月曜日でございますが、午後１時半から中央コミュニティセン

ターで行政区長定例会議ございます。 

  そのために、上の駐車場が混雑が想定されております。それで当日でございますが、午前中

は上に停めていただいて問題はございませんが、お昼の時間帯に、当日職員は初めからヨーク

ベニマルの２階の屋上駐車場に停めることになってございますので、お昼のタイミングで議員

皆様、車を下の職員駐車場のほうに駐車していただくようにお願いいたします。 

  以上です。（「午前中、現調ですね」「現調と連合審査か」の声あり） 

○委員長（平吹俊雄君） 現調終わったら。 
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○議長（鈴木宏通君） 委員長たち、案内してください、そういうふうに。 

○委員（柳田政喜君） うちらの分科会では、スタートがバスを停めているところなんですよ。

なので最初から下に停めてもいいかもしれない。 

○事務局長（伊藤博人君） 下空いていますので、朝から。（「下ね」の声あり） 

○委員長（平吹俊雄君） 最初から下に置いてもいいんだ。（「だから、分科会で言いますから」

の声あり） 

○議長（鈴木宏通君） 当日の朝もまた言うけどもさ。各分科会で言ってください。 

○委員長（平吹俊雄君） その他にございませんか。 

  なければ閉会したいと思います。 

  それでは、副委員長。 

○副委員長（櫻井功紀君） どうも御苦労さまです。 

  追加議案、説明あったとおりでございます。 

  ３月議会は最終版となり、今日を含めて４日です、４日間ね。運営をスムーズに行えるよう、

よろしくお願い申し上げます。 

  以上をもって閉会いたします。 

     午前９時０８分 閉会 
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  上記会議の経過は、事務局次長兼議事調査係長佐藤俊幸が調製したものであるが、その内容

に相違ないことを証明するため、ここに署名いたします。 

  令和７年３月１４日 

 

              委 員 長 

 


